
第３章 適用事業所についての諸手続 
 

雇用保険の適用事業所が行わなければならない手続は「雇用保険法」と「労働保険の

保険料の徴収等に関する法律」の２つの法律に定められています。 

したがって、適用事業所についての提出書類は、雇用保険の（事業所及び被保険者に

関する）提出書類と、労働保険の（保険料に関する）提出書類の両方を提出しなければ

なりません。 

また、労働保険の手続については、事業所の事業内容（一元適用事業であるか二元適

用事業であるか）によって提出先と提出書類が異なりますのでご注意ください。 

なお、雇用保険に関する各種提出書類については、ハローワークにて配付している

ほか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。詳しくは、

下記でご確認ください。各種提出書類を印刷する場合は、Ａ４の白色用紙に等倍（倍

率 100％）で印刷してください。 

ハローワークインターネットサービス 帳票一覧 検索 

（ https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp） 

 

１ 事業所を新たに設置したとき 

（1）労働保険関係 

・ 提出書類･････「労働保険保険関係成立届」 

・ 提出期日･････保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内 

・ 提出先･･･････次の①または②のとおり 

① 一元適用事業の場合は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出して

ください。 

② 二元適用事業の場合は、雇用保険は事業所の所在地を管轄するハローワーク、労

災保険は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出してください。 

 

・ 提出書類･･･････「労働保険概算保険料申告書（納付書）」 

・ 提出期日･･･････保険関係が成立した日の翌日から起算して 50 日以内 

・ 提出先･････････次の①または②のとおり 

・ 持参するもの･･･添付書類については各提出先にご確認ください。 

① 一元適用事業の場合 

黒色と赤色で印刷された申告書（納付書）を、労働局、労働基準監督署又は金

融機関へ申告、納付してください。 

② 二元適用事業の場合 

雇用保険はふじ色と赤色で印刷された申告書（納付書）を労働局または金融

機関へ、労災保険は黒色と赤色で印刷された申告書（納付書）を労働局、労働基

準監督署または金融機関へ申告、納付してください。 

・ 持参するもの･･添付書類については各提出先にご確認ください。 
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（2）雇用保険関係

・ 提出書類･････「雇用保険適用事業所設置届」

・ 提出期日･････適用事業に該当（労働者を雇用する事業を開始）した日の翌日か

ら 10 日以内

・ 提出先･････事業所の所在地を管轄するハローワーク

・ 持参するもの･････ 次の①～③（②は、原則として登記事項証明書）

① 「労働保険保険関係成立届」事業主控

② 登記事項証明書（法人事業所の場合、雇用保険適用事業所設置届に法人番号が

記載されている場合は省略可能）、事業許可証、工事契約書、不動産契約書等

なお、事業所の所在地が登記されたものと違っている場合は、公共料金の請求

書、賃貸借契約書等の所在地が明記されている書類が別途必要です。

また、必要に応じて、事業実在の確認のため書類の追加依頼や実地調査を行う

場合があります。

③ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、（タイムカード等）

・ その他の手続･･･････雇用保険被保険者資格取得届（または雇用保険被保険者転

勤届）を設置届と同時に作成し、提出してください。

４
４

ハローワーク

０９ ４

（3.3）

− 6 −

6
6

ハローワーク

０6

− 7 −

9

− 6 −
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８
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９

３４.０９５

ハローワーク

０8

9

09

8 5 7 0

令和８ ４ 15

・電話番号は項目ごとに右詰めで

　記入してください。

・濁点半濁点がある文字も１つの

　枠内に記入してください。
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あて先 〒

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

860－8514

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

熊本労働局
労働保険特別会計歳入徴収官殿

860－8514

熊本労働局労働保険特別会計歳入徴収官

熊　本　労　働　局

4 3 1 0 1 1 2 3 4 5 6

3 4 0 9 5

3 0 8 8 0

3.00

17.5

14.5

1 0 2 2 8 5

5 5 0 0 4 5

4 4 7 7 6 0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

550,045550,045

０８

０８　１

862　0950 096

熊本市中央区水前寺6-18-1

㈱大江商店

熊本市中央区水前寺6-18-1

㈱大江商店

代表取締役　大江　一郎

食料品・雑貨小売業

371　　8609

550,045

令和７年4月1日

1 0 ９

８  ４   １ ９  ３  31

0 0 0

4 3 1 0 1 1 2 3 4 5 6

862-0950

熊本市中央区水前寺6-18-1

㈱大江商店

0 0 0

４ 51８

5 5 0 0 4 5

5 5 0 0 4 5

14.5

17.516.5

− 8 −

（※保険料率については。令和７年度の料率で算定しています。）
（※保険料率は次年度変更になる場合がありますので、ハローワークまたは労働局へおたずねください。）
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1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

540,400540,400

０８

０８　１

860　8514 096

熊本市西区春日2-10-2

㈱雇用工務店

熊本市西区春日2-10-2

㈱雇用工務店

代表取締役　雇用　太郎

土木建築工事業

211　　1701

540,400

令和７年4月1日

２

８  ４   １ ９  ３  31

0 0 0

4 3 3 0 1 0 1 2 3 4 5

860-8514

熊本市西区春日2-10-2

㈱雇用工務店

0 0 0

６ 32８

5 4 0 4 0 0

5 4 0 4 0 0

ハローワーク

14.5

17.516.5

− 9 −

（※保険料率については。令和７年度の料率で算定しています。）
（※保険料率は次年度変更になる場合がありますので、ハローワークまたは労働局へおたずねください。）

− 9 −



8

5 令和

3（ ）昭和 4 平成

8

5 0 8 0 6 2 1

令和 令和

令和

４

− 10 −



8

5 令和

3（ ）昭和 4 平成

8

5 0 8 0 6 2 1

令和 令和

令和

４

5

5 令和

3（ ）昭和 4 平成

6

5 0 6 0 6 2 1

令和 令和

2020.2

令和

４

− 10 −

・ 持参するもの･･添付書類については各提出先にご確認ください。 

労災保険については、

移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等変更届」

を提出してください。

−11 −− 11 −



⑩⑫
「変更後の事業主又は
　事業」
・濁点半濁点がある文
　字も１つの枠内に記
　入してください。

⑱法 人 番 号

東区大江

8

862ｰ0971

80

ヒガシクオオエ

熊本市東区
　大江6ー1ー38

熊本市東区
　大江6ー1ー38

熊本市東区大江6ー1ー38

− 12 −



⑩⑫
「変更後の事業主又は
　事業」
・濁点半濁点がある文
　字も１つの枠内に記
　入してください。

⑱法 人 番 号

東区大江

8

862ｰ0971

80

ヒガシクオオエ

熊本市東区
　大江6ー1ー38

熊本市東区
　大江6ー1ー38

熊本市東区大江6ー1ー38

令和 8 6 25

東京都千代田区霞が関１－２－２
株式会社　雇用保険
代表取締役　雇用太郎

ハロー

ワーク

131

00 33１

令和

5 0 8 0 6 2 1

4 3 1 0 7 0 1 5 令和

3 昭和 4 平成（　　　　  ）

7

− 13 −



(2)雇用保険関係

・ 提出書類･････････「雇用保険適用事業所廃止届」 

・ 提出期日･････････廃止した日の翌日から起算して 10日以内 

・ 提出先･･･････････事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出してください。 

・ 持参するもの･････登記事項証明書（法人事業所の場合、雇用保険適用事業所廃

止届に法人番号が記載されている場合は省略可能）、閉鎖謄本、

労働者名簿、出勤簿など廃止の事実が確認できる書類 

・ その他の手続き･･･雇用保険被保険者資格喪失届および雇用保険被保険者離職

証明書を同時に作成し、提出してください。 

(1)労働保険関係

・ 提出書類･････「労働保険確定保険料申告書（納付書）」

・ 提出期日･････事業を廃止した日の翌日から 50日以内

・ 提出先･･･････次の①または②のとおり

① 一元適用事業所は、黒色と赤色で印刷された申告書（納付書）を、労働局、労

働基準監督署又は金融機関へ申告、納付してください。

② 二元適用事業所は、雇用保険はふじ色と赤色で印刷された申告書（納付書）を

労働局又は金融機関へ、労災保険は黒色と赤色で印刷された申告書（納付書）

を労働局、労働基準監督署又は金融機関へ、それぞれ申告、納付してください。

・ 持参するもの･･添付書類については各提出先にご確認ください。

① 事業は継続しているが、雇用する被保険者が「０」になり、被保険者になる

労働者を雇用する見込みがないとき。

② 事業を休止し、再開する見込みがないとき。

以下のいずれかに該当する場合も、事業所廃止届をご提出ください！

あて先 〒

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

860－8514

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

熊本労働局
労働保険特別会計歳入徴収官殿

860－8514

熊本労働局労働保険特別会計歳入徴収官

熊　本　労　働　局

X X 1 0 1 0 1 2 5 6 7  8 9 1

5 6 7 6 5

4 6 3 1 1

5 6 7 6 5

830,104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
58,011

1 7 0 2 9 5

8 8 8 1 1 5

7 1 7 8 2 0

1 1 3 5

9 5

令和5　 4　 1 令和5　 6　 1

12.00

3.00

15.5

0.02

6

1 31 5

1

５　 ６　 15　

862　971 096

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

労働　太郎

ビルメンテナンス業

221　　1702

− 14 −

あて先 〒

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

熊本労働局
労働保険特別会計歳入徴収官殿

860－8514

熊　本　労　働　局

X X 1 0 1 0 1 2 5 6 7  8 9 1

5 6 7 6 5

4 6 3 1 1

5 6 7 6 5

830,104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
228,306

3 4 0 5 9 0

1 0 5 8 4 1 0

7 1 7 8 2 0

1 1 3 5

9 6

令和6　 4　 1 令和6　 6　 1

21.5

6.00

228,306 1,135 229,441

15.5

0.02

6

1 31 5

1

６　 ６　 15　

862　971 096

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

労働　太郎

ビルメンテナンス業

221　　1702

− 15 −− 14 −



(2)雇用保険関係

・ 提出書類･････････「雇用保険適用事業所廃止届」 

・ 提出期日･････････廃止した日の翌日から起算して 10 日以内 

・ 提出先･･･････････事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出してください。 

・ 持参するもの･････登記事項証明書（法人事業所の場合、雇用保険適用事業所廃

止届に法人番号が記載されている場合は省略可能）、閉鎖謄本、

労働者名簿、出勤簿など廃止の事実が確認できる書類 

・ その他の手続き･･･雇用保険被保険者資格喪失届および雇用保険被保険者離職

証明書を同時に作成し、提出してください。 

(1)労働保険関係

・ 提出書類･････「労働保険確定保険料申告書（納付書）」

・ 提出期日･････事業を廃止した日の翌日から 50日以内

・ 提出先･･･････次の①または②のとおり

① 一元適用事業所は、黒色と赤色で印刷された申告書（納付書）を、労働局、労

働基準監督署又は金融機関へ申告、納付してください。

② 二元適用事業所は、雇用保険はふじ色と赤色で印刷された申告書（納付書）を

労働局又は金融機関へ、労災保険は黒色と赤色で印刷された申告書（納付書）

を労働局、労働基準監督署又は金融機関へ、それぞれ申告、納付してください。

・ 持参するもの･･添付書類については各提出先にご確認ください。

① 事業は継続しているが、雇用する被保険者が「０」になり、被保険者になる

労働者を雇用する見込みがないとき。

② 事業を休止し、再開する見込みがないとき。

以下のいずれかに該当する場合も、事業所廃止届をご提出ください！

あて先 〒

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

860－8514

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

熊本労働局
労働保険特別会計歳入徴収官殿

860－8514

熊本労働局労働保険特別会計歳入徴収官

熊　本　労　働　局

X X 1 0 1 0 1 2 5 6 7  8 9 1

5 6 7 6 5

4 6 3 1 1

5 6 7 6 5

830,104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
58,011

1 7 0 2 9 5

8 8 8 1 1 5

7 1 7 8 2 0

1 1 3 5

9 5

令和5　 4　 1 令和5　 6　 1

12.00

3.00

15.5

0.02

6

1 31 5

1

５　 ６　 15　

862　971 096

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

労働　太郎

ビルメンテナンス業

221　　1702

− 14 −

あて先 〒

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

熊本労働局
労働保険特別会計歳入徴収官殿

860－8514

熊　本　労　働　局

X X 1 0 1 0 1 2 5 6 7  8 9 1

5 6 7 6 5

4 6 3 1 1

5 6 7 6 5

830,104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
228,306

3 4 0 5 9 0

1 0 5 8 4 1 0

7 1 7 8 2 0

1 1 3 5

9 6

令和6　 4　 1 令和6　 6　 1

21.5

6.00

228,306 1,135 229,441

15.5

0.02

6

1 31 5

1

６　 ６　 15　

862　971 096

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

労働　太郎

ビルメンテナンス業

221　　1702

− 15 −

あて先 〒

熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

熊本労働局
労働保険特別会計歳入徴収官殿

860－8514

熊　本　労　働　局

X X 1 0 1 0 1 2 5 6 7  8 9 1

5 6 7 6 5

4 6 3 1 1

5 6 7 6 5

830,104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
181,995

3 4 0 5 9 0

1 0 1 2 0 9 9

6 7 1 5 0 9

1 1 3 5

9 8

令和8　 4　 1 令和8　 6　 1

20.5

6.00

181,995 1,135 183,130

14.5

0.02

6

1 31 5

1

８　 ６　 15　

096

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

熊本市西区春日2-10-1

熊本労働ビル

労働　太郎

ビルメンテナンス業

221　　1702862　0971

（※保険料率については。令和７年度の料率で算定しています。）
（※保険料率は次年度変更になる場合がありますので、ハローワークまたは労働局へおたずねください。）

− 15 −



88

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

5 0 2 0 6 2 １

4 0 0 2

5 0 8 0 7 3 １

8

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

5 0 2 0 6 2 １

4 0 0 2

令和

3 昭和
5 令和

4 平成

− 16 −



88

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

5 0 2 0 6 2 １

4 0 0 2

5 0 8 0 7 3 １

8

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

5 0 2 0 6 2 １

4 0 0 2

令和

3 昭和
5 令和

4 平成

86

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

5 0 2 0 6 2 １

4 0 0 2

5 0 6 0 7 3 １

− 16 −

84

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

5 0 2 0 6 2 １

4 0 0 2

5 0 4 0 7 3 １

令和

3 昭和
5 令和

4 平成

・ 持参するもの･･添付書類については各提出先にご確認ください。 

４ 労働保険料の申告・納付に関係する事務をまとめて処理したいとき

− 17 −− 17 −



9 8

令和は９

令和は９

− 18 −



9 8

令和は９

令和は９

8

8

8令和令和

令和

 この様式は、労働保険・

雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届は、事業所の
所在地を管轄するハローワーク
労働保険・一般拠出金代理人選任・解任届は、一元適用事業または
二元適用事業の労災保険は事業所の所在地を管轄する労働基準監督
署、二元適用事業の雇用保険は事業所の所在地を管轄するハローワ
ーク
労働者災害補償保険代理人選任・解任届は、事業所の所在地を管轄
する労働基準監督署

− 19 −



ハローワーク

令和

〇令和

〇 ５

「雇用保険事業所非該当承認申請書」
「事業所非該当承認申請調査書」

　原則として、継続事業の一括が認可されている施設については、事業所非該当

の対象にはなりません。ただし、雇用保険関係事務の適正な取扱いの妨げとなる

ことが明らかである場合は、この限りではありません。お近くのハローワークへ

ご相談下さい。

令和〇

− 20 −



ハローワーク

令和

〇令和

〇 ５

「雇用保険事業所非該当承認申請書」
「事業所非該当承認申請調査書」

　原則として、継続事業の一括が認可されている施設については、事業所非該当

の対象にはなりません。ただし、雇用保険関係事務の適正な取扱いの妨げとなる

ことが明らかである場合は、この限りではありません。お近くのハローワークへ

ご相談下さい。

令和〇

ハローワーク

令和

6令和

6 ５

− 20 −

「雇用保険事業所非該当承認申請書」
「事業所非該当承認申請調査書」

　原則として、継続事業の一括が認可されている施設については、事業所非該当

の対象にはなりません。ただし、雇用保険関係事務の適正な取扱いの妨げとなる

ことが明らかである場合は、この限りではありません。お近くのハローワークへ

ご相談下さい。

ハローワーク

− 21 −

事業所非該当承認申請調査書の記入例

− 21 −



ハローワーク

練馬区上石神井４－８－４

4900-123456-7

117-0044

1

671

0339203311

50112345678000

080621

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ｺﾖｳﾎｹﾝ　ｶﾐｼｬｸｼﾞｲｼﾃﾝ

株式会社　雇用保険　上石神井支店

練馬区上石神井４－８－４

1

4900-123456-7

4

1

0339203311

4900-987654-3

080731

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ｺﾖｳﾎｹﾝ　ｶﾐｼｬｸｼﾞｲｼﾃﾝ

株式会社　雇用保険　上石神井支店

1

6.廃止年月日

8.統合先事業所の事業所番号 9.統合先管轄区分

雇用保険適用事業所廃止届事業主控

7.廃止区分

− 22 −



ハローワーク

練馬区上石神井４－８－４

4900-123456-7

117-0044

1

671

0339203311

50112345678000

080621

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ｺﾖｳﾎｹﾝ　ｶﾐｼｬｸｼﾞｲｼﾃﾝ

株式会社　雇用保険　上石神井支店

練馬区上石神井４－８－４

1

4900-123456-7

4

1

0339203311

4900-987654-3

080731

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ｺﾖｳﾎｹﾝ　ｶﾐｼｬｸｼﾞｲｼﾃﾝ

株式会社　雇用保険　上石神井支店

1

6.廃止年月日

8.統合先事業所の事業所番号 9.統合先管轄区分

雇用保険適用事業所廃止届事業主控

7.廃止区分 060731

− 22 −

ハローワーク

060621

ハローワーク

040731

ハローワーク

Ａ 社名・事業所名や事業所の所在地を変更したときは、変更のあった日の翌日から 10日

以内に、「労働保険名称、所在地等変更届」を管轄の労働基準監督署又はハローワークに、

「雇用保険事業主事業所各種変更届」を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提

出します。

（労働保険事務組合に手続きを委託されている場合には、まず労働保険事務組合にご連

絡ください。）

具体的には、

○ 一元適用事業の場合･････

はじめに移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等

変更届」を提出します。その後、移転後の所在地を管轄するハローワークへ、労働

保険名称所在地等変更届の控え及び確認書類等を添えて「雇用保険事業主事業所各

種変更届」を提出してください。

○ 二元適用事業の場合･････

移転後の所在地を管轄するハローワークへ「労働保険名称、所在地等変更届」、「雇

用保険事業主事業所各種変更届」を提出してください。労災保険については、移転

後の住所地を管轄する労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等変更届」を提出

してください。

Ａ 労働者を１人でも雇えば、労働保険（雇用保険＋労災保険）が適用されますが、貴社の

場合は一元適用事業に該当するため、はじめに、事業開始の日の翌日から起算して 10日

以内に「労働保険保険関係成立届」を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出

します。 

上記の手続を行っていただいた後、受理印の押された労働保険保険関係成立届事業主

控及び確認書類等を添えて、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取

得届」を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出することとなります。 

また、労働保険料の申告・納付も別途必要となりますのでご注意ください。 
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